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東日本大震災で被災し、学費の支払いが困難となっている在学生（大学院生を含む）及

び入学予定者に対して、公立大学法人首都大学東京（首都大学東京、産業技術大学院大学、

都立産業技術高等専門学校）は、学生の今後の学修環境を確保するため、引き続き、授業

料減免など以下の支援を実施します。 

また、被災地域の高等専門学校からの要請があれば、被災地高等専門学校生の受け入れ

を継続することとしましたのでお知らせいたします。 
 
 

 

１ 教育支援（首都大学東京、産業技術大学院大学、都立産業技術高等専門学校） 

（１）授業料の減免（被害状況等を踏まえ、審査により決定します。） 

（２）入学料の減免（被害状況等を踏まえ、審査により決定します。） 

 

２ 生活支援（首都大学東京） 

（１）総合相談窓口の強化 

（２）学生寮の優先入居（被害状況を踏まえ、審査により決定します。） 

 

３ 他高等専門学校の学生支援（都立産業技術高等専門学校） 

(１) 被災地高等専門学校生を引き続き受入れ 

 

 

（参考） 

授業料 首都大学東京：520,800円（年額）学部、大学院、663,000円（年額）法科大学院 

        産業技術大学院大学：520,800円（年額）、都立産業技術高等専門学校：234,600円（年額） 

入学料 首都大学東京、産業技術大学院大学：282,000円、都立産業技術高等専門学校：84,600円 

 

 

【お問い合わせ先】 

首都大学東京に関すること  

学生サポートセンター          （０４２）６７７－２３７１  

  ※なお、大学院については代表番号にお掛けの上、各学部研究科までお問い合わせ下さい 

                          （０４２）６７７－１１１１（代表） 
 

産業技術大学院大学に関すること 

  産業技術大学院大学管理課        （０３）３４７２－７８３２ 
 

都立産業技術高等専門学校に関すること 

   高専品川キャンパス管理課        （０３）３４７１－６３３１ 

 

《支援の内容》 

平成２４年度も 

東日本大震災の被災学生等への支援を継続します 

http://www.gs.tmu.ac.jp/gakuseika/03_exemption/04_24zenki.html

